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建設業における１年単位の変形労働時間制の活用について（協力依頼） 

 日頃より、労働基準行政及び建設業行政の運営について、格別の御理解と御

協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度、厚生労働省において、新たに別添のパンフレット「建設業に

おける１年単位の変形労働時間制のポイント」を作成いたしました。 

１年単位の変形労働時間制とは、季節によって業務に繁閑が大きい場合に、

繁忙期に長い時間を設定し、閑散期に短い労働時間を設定するなど、年間を通

じて労働時間を効率的に配分することで、総労働時間の短縮を図ることを目的

とした制度です。建設業においては、猛暑や寒冷・多雪地域における冬季休止

期間など自然的要因における不稼働期間が想定される場合に、同制度を活用す

ることにより他の期間の労働時間を柔軟に設定することが可能となります。 

つきましては、別添のパンフレットについて、各会員に対する周知の御協力

をお願いいたします。 

また、建設業の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａにつきましても、厚生

労働省のホームページに掲載しておりますので、こちらも併せて御覧いただき

ますようお願いいたします。 

（参考） 

・建設業の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａ（令和５年７月６日公表）

https://www.mhlw.go.jp/content/001115877.pdf

・建設業の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａ（追補分）（令和７年６月19日更新） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001505976.pdf 



（R７．６）都道府県労働局・労働基準監督署

建設業における

１年単位の変形労働時間制のポイント

１年単位の変形労働時間制とは、季節によって業務に繁閑が大きい場合に、繁忙期に長い

労働時間を設定し、閑散期に短い労働時間を設定するなど、年間を通じて労働時間を効率的

に配分することで、総労働時間の短縮を図ることを目的とした制度です。

建設業の事業主の皆さまへ

１年単位の変形労働時間制の概要１

（イメージ図）

１年間を平均して、１週40時間となる範

囲※で、シフト作成のルールに則って所定

労働時間に凹凸をつけることができます。

１週40時間、１日８時間を超える労働時間

を設定した場合には、その設定した時間を

超えた労働が時間外労働となります。

シフト作成のルール２

① 労働日数は年間280日まで

② 連続労働日数は原則６日まで（特に繁忙な場合は12日まで）

③ 労働時間は１日10時間、１週52時間まで

④ 労働時間が48時間を超える週は連続３回まで

⑤ 対象期間を３か月ごとに区分した各期間で、

労働時間が48時間を超える週は３回まで

積雪の度が著しく高い地域では、建設業の

屋外作業者向けに、シフト作成のルールに

特例（積雪特例）が設けられています。

積雪の度が
著しく高い地域は
こちらをご確認ください

積雪特例では

適用されません

積雪特例でも

同様です

※年間の所定労働時間を、2,085時間（法定労働時間
の総枠）以内で設定する必要があります。
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※変形労働時間制では、１週、１日の法定労働時間又は
所定労働時間を超えた労働や、法定労働時間の総枠
を超えた労働について、割増賃金を支払う必要があ
ります。



対象労働者の範囲

対象期間（１か月を超え１年以内の期間）及び起算日

特定期間（対象期間中特に繁忙な期間）※１

労働日及び労働日ごとの労働時間（勤務カレンダー）

労使協定の有効期間

始業及び終業の時刻等は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。また、

労働者を１年単位の変形労働時間制により働かせるには、労働契約上の根拠が必要です。

モデル就業規則

１年単位の変形労働時間制について労使協定を締結してください

１年単位の変形労働時間制を導入するためには、就業規則への規定に加え、労使協定を締結

して届け出ることが必要です。

参考資料もご参照の上、次の５項目を定めた労使協定を締結してください。

特定期間を労使協定で定めることで、その期間中は、連続労働日数を12日までとすることができます。

（特定期間の定めをしない場合は連続労働日数は６日まで。）

※１

ご不明な点は、都道府県労働局・労働基準

監督署、働き方改革推進支援センターまで

お問い合わせください。

なお、②の方法による場合でも、月ごとの所定労働日数と所定労働時間数は、協定締結時

に定める必要があります※２。

勤務カレンダーは、以下のいずれかの方法によって定めてください。

① 労使協定締結時にあらかじめ１年分の勤務カレンダーを定める。

② ①が難しい場合は、労使協定締結時に最初の１か月分の勤務カレンダーを定め、

２か月目以降の勤務カレンダーは、当該月の30日前までに定めることも可能です。

「モデル就業規則」を参考に、就業規則等に１年単位の

変形労働時間制に関する規定を設けてください。

労働基準

監督署

働き方改革推進

支援センター

参考資料は
こちら

様式はこちら

時間外・休日労働を行う必要のある事由が生じた場合には、36協定の範囲内で労働者に時間外・休日

労働をさせることができます。
※２

１年単位の変形労働時間制の導入方法3

例： 対象期間の開始日（労使協定の起算日）を４月１日とすると、

５月分の勤務シフトは４月１日まで、６月分の勤務シフトは５月２日までに定める

１年単位の変形労働時間制について就業規則に規定してください

締結した労使協定と変更した就業規則とを所轄労働基準監督署に届け出てください

また、労使協定の内容については、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付

ける、書面を交付する等の方法によって、労働者に周知することが必要です。



猛暑

１週30時間

※本カレンダーはあくまでも一例であり、降雪期、繁忙期には他にも様々な所定労働時間を設定することが考えられます。

年間労働日数 276日

年間休日数 89日

年間総労働時間（所定） 2085時間

１週あたり平均 39時間59分

夏期（６、９月）
週所定労働時間 35時間

猛暑（７、８月）
週所定労働時間 30時間

繁忙期（10～３月）
週所定労働時間 48時間

それ以外（４、５月）
週所定労働時間 40時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：176時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：176時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：138時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：96時間

１日の所定労働時間：７時間
1月の所定労働時間：154時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：216時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：200時間

１日の所定労働時間：７時間
1月の所定労働時間：147時間

１日の所定労働時間：８時間
（土曜１回は６時間）
1月の所定労働時間：190時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：192時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：208時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：192時間

猛暑の時期は１週の所定労働時間を30時間まで減らし、

秋～年度末を繁忙期として１週の所定労働時間を48時間とする場合

勤務カレンダー例❶ 夏に猛暑が続く地域の場合（その1 ）

猛暑

１週30時間

繁忙期

１週48時間
繁忙期

１週48時間
繁忙期

１週48時間

繁忙期

１週48時間

１週40時間
夏期

１週35時間１週40時間

繁忙期

１週48時間

夏期

１週35時間

繁忙期

１週48時間

休暇

６H



猛暑

１週20時間

※本カレンダーはあくまでも一例であり、降雪期、繁忙期には他にも様々な所定労働時間を設定することが考えられます。

年間労働日数 242日

年間休日数 12２日

年間総労働時間（所定）2038.５時間

１週あたり平均 3９時間０６分

猛暑（７、８月）
週所定労働時間 20時間

繁忙期（10～３月）
週所定労働時間 47.5時間

それ以外（４～6、9月）
週所定労働時間 40時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：176時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：176時間

１日の所定労働時間：５時間
1月の所定労働時間：95時間

１日の所定労働時間：５時間
1月の所定労働時間：60時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：176時間

１日の所定労働時間：9.5時間
1月の所定労働時間：218.5時間

１日の所定労働時間：9.5時間
1月の所定労働時間：190時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：168時間

１日の所定労働時間：9.5時間
1月の所定労働時間：190時間

１日の所定労働時間：9.5時間
1月の所定労働時間：190時間

１日の所定労働時間：9.5時間
1月の所定労働時間：２０９時間

１日の所定労働時間：9.5時間
1月の所定労働時間：190時間

週休２日を確保しつつ、猛暑の時期は１週の所定労働時間を20時間まで減ら

し、秋～年度末を繁忙期として１週の所定労働時間を47.5時間とする場合

勤務カレンダー例❷ 夏に猛暑が続く地域の場合（その２ ）

猛暑

１週20時間

繁忙期

１週47.5時間

１週40時間
夏期

１週40時間１週40時間

夏期

１週40時間

繁忙期

１週47.5時間

繁忙期

１週47.5時間

繁忙期

１週47.5時間

繁忙期

１週47.5時間
繁忙期

１週47.5時間

休暇



１週40時間

※本カレンダーはあくまでも一例であり、降雪期、繁忙期には他にも様々な所定労働時間を設定することが考えられます。

年間労働日数 246日

年間休日数 119日

年間総労働時間（所定） 2074時間

１週あたり平均 39時間46分

降雪期（12月、１月～３月）
週所定労働時間 30時間

繁忙期（４～６月、９～11月）
週所定労働時間 50時間

それ以外（７、８月）
週所定労働時間 40時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：220時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：220時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：184時間

１日の所定労働時間：８時間
1月の所定労働時間：128時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：220時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：230時間

１日の所定労働時間：10時間
月の所定労働時間：200時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：210時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：10２時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：120時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：1３２時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：108時間

積雪地域で降雪期の１週の所定労働時間を30時間まで減らし、

その他の月を繁忙期として１週の所定労働時間を50時間とする場合

勤務カレンダー例❸ 冬に多くの積雪が見られる地域の場合(その１)

１週40時間

繁忙期

１週50時間
繁忙期

１週50時間

降雪期

１週30時間

降雪期

１週30時間

繁忙期

１週50時間
繁忙期

１週50時間
繁忙期

１週50時間

降雪期

１週30時間

繁忙期

１週50時間

降雪期

１週30時間

休暇



１週45時間

※本カレンダーはあくまでも一例であり、降雪期、繁忙期には他にも様々な所定労働時間を設定することが考えられます。

年間労働日数 23４日

年間休日数 13１日

年間総労働時間（所定） 20４１時間

１週あたり平均 39時間0８分

降雪期（12月）
週所定労働時間 30時間

降雪期（１月～３月）
週所定労働時間 24時間

繁忙期（４～６月、９～11月）
週所定労働時間 50時間

それ以外（７、８月）
週所定労働時間 45時間

積雪地域で降雪期の１週の所定労働時間を24時間まで減らし、

その他の月を繁忙期として１週の所定労働時間を50時間とする場合

勤務カレンダー例➍ 冬に多くの積雪が見られる地域の場合（その２）

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：220時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：220時間

１日の所定労働時間：９時間
1月の所定労働時間：207時間

１日の所定労働時間：９時間
1月の所定労働時間：144時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：220時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：230時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：200時間

１日の所定労働時間：10時間
1月の所定労働時間：210時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：７８時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：96時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：10８時間

１日の所定労働時間：６時間
1月の所定労働時間：108時間

１週45時間

繁忙期

１週50時間
繁忙期

１週50時間

降雪期

１週30時間

降雪期

１週24時間

繁忙期

１週50時間
繁忙期

１週50時間
繁忙期

１週50時間

降雪期

１週24時間

繁忙期

１週50時間

降雪期

１週24時間

休暇


